
令和8年度 東京都中小企業制度融資のご案内

融資期間 融資限度額 
（）内は組合 融資利率（※） 信用保証料補助 

設備投資 

20 年以内 
（据置2年以内）

2億8,000万円 
（４億8,000万円） 固定金利の場合 

2.15%～3.05％以内 3 分の 2 企業立地促進 

設備立地認定
（R8新設）

2億8,000万円 
（４億8,000万円）

R8拡充



印刷物規格表   第６類

印刷番号 （ ７ ） 7 0

2.35％以内
2.45％以内
2.65％以内
2.85％以内
3.05％以内

2.15％以内
2.25％以内
2.45％以内
2.65％以内

融資利率は、市中金利の動向等により年度途中において改定する場合があります。
東京信用保証協会、金融機関の審査の結果、ご希望に添えない場合があります。

2.85％以内

令和 8 年 4 月 1 日時点

※保証人は必要となる場合があります。

設備投資 企業立地促進 

ご利用いただける方 

資金使途 設備資金・設備資金に付随する運転資金
融資限度額 2億8,000万円（組合４億8,000万円）
融資期間 20年以内（据置期間2年以内を含む。）
信用保証料補助 全事業者に対し、信用保証料の3分の2

事業の実施に必要な設備（機械 ・ 装置等）の導入、
増強、 改良、 補修等（テレワーク又はＤＸ推進に資す
る設備並びにICT ・ IoT ・ AI ・ ロボットを活用した設備
の導入を含む。）又は建物の改修、建替等（耐震化、
バリアフリー化等）を行う中小企業者又は組合

引き続き1年以上（売上発生から1年以
上）同一事業を営んでおり、都内に工場・
事務所 ・ 店舗の新増設、 移転等を行う
中小企業者又は組合

ご利用いただける方 

融資限度額 2億8,000万円（組合４億8,000万円）（「設備投資」、「企業立地促進」は含めない。）  

「設備投資」又は「企業立地促進」の融資条件に準じる。 

設備立地認定特例（略称︓設備立地認定） 

融資限度額以外の 
融資条件 

次の①②のいずれかを満たす中小企業者が対象です。
①東京都から 「地域経済牽引事業計画」 の認定及び確認（有効期限内のものに限る。）を受け
たこと
②都内区市町村から 「先端設備等導入計画」 の認定（有効期限内のものに限る。）を受けたこと


